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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置において、被検者に対してＩＤ
を自動的に設定可能とするとともに、ＩＤが設定された
被検者についての検査を適時終了させる。
【解決手段】超音波を用いて被検者１の検査を行う超音
波診断装置であって、第１のＩＤを被検者に設定して検
査を開始させるＩＤ設定部１５と、第１のＩＤが設定さ
れた被検者についての検査を終了させる検査終了判定部
１６とを備え、検査終了判定部は、検査を終了させるた
めの条件である検査終了トリガに基づいて検査を終了さ
せ、ＩＤ設定部は、検査終了判定部による検査の終了に
応じて第２のＩＤを新たな被検者に設定する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を用いて被検者の検査を行う超音波診断装置であって、
　第１のＩＤを前記被検者に設定して検査を開始させるＩＤ設定部と、
　前記第１のＩＤが設定された被検者についての前記検査を終了させる検査終了判定部と
を備え、
　前記検査終了判定部は、前記検査を終了させるための条件である検査終了トリガに基づ
いて前記検査を終了させ、
　前記ＩＤ設定部は、前記検査終了判定部による前記検査の終了に応じて第２のＩＤを新
たな被検者に設定することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記検査終了判定部は、前記ＩＤ設定部によって前記第１のＩＤが設定されたことを前
記検査終了トリガとすることを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記検査終了判定部は、前記検査終了トリガを設定するとともに、設定した前記検査終
了トリガを前記条件として有効とするか否かを設定することを特徴とする請求項１又は２
に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記検査終了判定部は、前記検査終了トリガにおける設定項目を選択することで、選択
された設定項目に対応する前記検査終了トリガを有効な前記条件として設定することを特
徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記検査終了判定部は、前記超音波診断装置の外観状態に変動があったこと、前記超音
波診断装置が移動されたこと、前記超音波診断装置に対する操作がなされない無操作状態
が継続したこと、前記被検者の外観が撮影されたことの少なくとも１つを前記検査終了ト
リガとすることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記検査終了判定部は、前記操作の後、前記無操作状態が所定時間に亘って継続したこ
とを前記検査終了トリガとし、前記操作に応じて前記所定時間を変更することを特徴とす
る請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記検査終了判定部は、前記操作を第１の操作と第２の操作に分け、前記第１の操作と
前記第２の操作とで前記所定時間を変更することを特徴とする請求項６に記載の超音波診
断装置。
【請求項８】
　前記検査終了判定部は、
　前記検査終了トリガを設定する検査終了トリガ設定部と、
　前記検査終了トリガを検出する検査終了トリガ検出部と、
　前記検査終了トリガ検出部によって検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設
定部によって設定されたものかどうかを照合する検査終了トリガ照合部と、
　前記検査終了トリガ照合部の照合結果に基づいて前記第１のＩＤが設定された被検者に
ついての検査を終了させるか否かを判定し、前記検査を終了させる検査終了トリガ判定部
とを有することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記検査を終了させるか否かを確認するメッセージを作成するメッセージ作成部と、
　前記メッセージを表示する画像表示部とを備え、
　前記検査終了トリガ判定部は、前記検査終了トリガ照合部により前記検査終了トリガ検
出部によって検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設定部によって設定された
ものであると照合された場合、前記メッセージを前記画像表示部に表示させ、前記メッセ
ージに対して終了応答がされることにより、前記検査を終了させることを特徴とする請求
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項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記第１のＩＤを印刷する被検者ＩＤ印刷部を備え、
　前記検査終了トリガ判定部は、前記検査終了トリガ照合部により前記検査終了トリガ検
出部によって検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設定部によって設定された
ものであると照合された場合、前記被検者ＩＤ印刷部に前記第１のＩＤを印刷させること
を特徴とする請求項８に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　超音波診断装置における被検者の検査を制御する検査制御方法であって、
　第１のＩＤを前記被検者に設定して前記検査を開始し、
　前記検査を終了するための条件である検査終了トリガに基づいて前記検査を終了し、
　前記検査を終了する際、第２のＩＤを新たな被検者に設定することを特徴とする検査制
御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置における被検者に対するＩＤの自動設定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置においては、記録された検査データを識別するため、各被検者にユニー
クなＩＤ（被検者識別符号）を設定する必要がある（特許文献１参照）。具体的には、操
作者が検査開始時に各被検者に対してＩＤを設定するとともに、所定の検査終了操作を行
ってかかるＩＤが設定された被検者についての検査を終了させ、検査データとＩＤ（被検
者）との対応づけを行うことが必要となる。一方で、例えば、災害発生時のような緊急時
には、多くの被検者を次々に検査しなければならない場合があり、その際には検査をより
迅速に行う必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２６９５３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、超音波診断装置は、検査の終了を自動的に行う機能を備えていない。し
たがって、かかるＩＤについての検査終了操作は操作者が手動で行う必要があり、当該操
作に時間を要していた。
【０００５】
　本発明は、超音波診断装置において、被検者に対してＩＤを自動的に設定可能とすると
ともに、ＩＤが設定された被検者についての検査を適時終了させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明は、超音波を用いて被検者の検査を行う超音波診断
装置であって、第１のＩＤを前記被検者に設定して検査を開始させるＩＤ設定部と、前記
第１のＩＤが設定された被検者についての前記検査を終了させる検査終了判定部とを備え
、前記検査終了判定部は、前記検査を終了させるための条件である検査終了トリガに基づ
いて前記検査を終了させ、前記ＩＤ設定部は、前記検査終了判定部による前記検査の終了
に応じて第２のＩＤを新たな被検者に設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、超音波診断装置において、被検者に対してＩＤを自動的に設定するこ
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とができるとともに、ＩＤが設定された被検者についての検査を適時終了させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置を例示するブロック図である。
【図２】検査終了判定部の構成を例示するブロック図である。
【図３】被検者についての検査の開始から終了までの処理の流れを示すフロー図である。
【図４】画像表示部に表示されるメッセージ画像（表示メッセージ）の一例を示す図であ
る。
【図５】検査終了トリガの設定画面の一例を示す図である。
【図６】検査終了トリガ検出部の一構成を例示するブロック図である。
【図７】検査終了時間検出部の一構成を例示するブロック図である。
【図８】被検者についての検査の開始から終了までの具体的な処理の流れを示すフロー図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の超音波診断装置、及び超音波診断装置における検査制御方法について、
図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る検査制御方法を実施するた
めの超音波診断装置を例示するブロック図である。
【００１０】
　図１に示すように、本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波を用いて被検者１の検
査を行う装置であり、被検者１に接触させた複数の振動子を介して超音波を送受信する探
触子２と、探触子２を介して被検者１の診断部位における画像データを取得し、超音波画
像（例えば、断層画像や弾性画像等）を構成する装置本体部３と、装置本体部３で構成さ
れた超音波画像を表示する画像表示部１４と、被検者１に設定されたＩＤ（被検者１を識
別するための符号）を印刷する被検者ＩＤ印刷部２０と、装置本体部３を操作部２２を介
して制御する制御部２４とを備えて構成されている。なお、操作部２２は、操作パネルと
、マウス、キーボード、トラックボール、タッチペン、ジョイスティック等の操作デバイ
スとを備えており、装置本体部３に対する各種設定を操作デバイスを用いて操作パネルか
ら制御部２４に対して入力可能に構成されている。また、操作部２２及び画像表示部１４
は、装置本体部３に対して折り畳み自在、すなわち、検査時に装置本体部３から広げられ
て使用され、検査終了時（未使用時）には装置本体部３に折り畳まれて収納される開閉式
（折り畳み式）に構成されている。また、本実施形態に係る超音波診断装置は、カートに
載置されて移動可能な構成となっており、診断場所（診察室や病室等）及び被検者１に対
する設置位置を自由に移動させることができる。
【００１１】
　装置本体部３は、送信部４と、受信部６と、超音波送受信制御部８と、超音波画像構成
部１０と、画像合成部１２と、ＩＤ設定部１５と、検査終了判定部１６と、メッセージ作
成部１８とを有している。
【００１２】
　送信部４は、探触子２を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成するとと
もに、送信される超音波の収束点をある深さに設定し、探触子２を介して被検者１に時間
間隔をおいて超音波を繰り返し送信する。受信部６は、被検者１から発生する時系列の反
射エコー信号を探触子２を介して受信し、受信した反射エコー信号を整相加算して所定の
ゲインで増幅し、ＲＦ信号（受波信号）を生成する。その際、受信部６は、ＲＦ信号を位
相制御し、一点又は複数の収束点に対し超音波ビームを形成して超音波断層データである
ＲＦ信号フレームデータを時系列に生成する。超音波送受信制御部８は、送信部４及び受
信部６を制御し、探触子２を介して被検者１に超音波を送受信させる。
【００１３】
　超音波画像構成部１０は、例えば、受信部６からのＲＦ信号フレームデータを用いて超
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音波画像を構成するようになっている。つまり、超音波画像構成部１０は、ＲＦ信号フレ
ームデータを用いて診断部位の超音波画像情報を生成する超音波画像情報生成部、生成さ
れた超音波画像情報をテレビ表示画像パターンに走査変換して超音波画像データを生成す
るデジタルスキャンコンバータ部（Digital Scan Converter：以下、ＤＳＣ部という。）
、このＤＳＣ部で走査変換して得られた画像データに基づく画像に付帯するためのスケー
ルやマーク及び文字等のグラフィックデータを生成するグラフィックデータ生成部、超音
波画像情報生成部、ＤＳＣ部、グラフィックデータ生成部の各種処理に必要な初期値や制
御パラメータなどを制御部２４から読み出して設定するためのインターフェースなどを備
えて構成されている。なお、超音波画像としては、例えば、被検者１の診断部位における
断層画像（一例として、白黒の濃淡断層画像）や弾性画像（一例として、色相で階調化し
たカラー弾性画像）などを想定することができるが、これらに特に限定されるものではな
い。
【００１４】
　画像合成部１２は、フレームメモリ、画像処理部、画像選択部等を含んで構成されてお
り、αブレンディングに代表されるような手法にて各種の超音波画像（例えば、断層画像
と弾性画像）の合成画像又は並列画像、あるいはメッセージ作成部１８で作成されたメッ
セージ（詳細は後述）の画像を構成する。フレームメモリは、超音波画像構成部１０のＤ
ＳＣ部からの超音波画像データを記憶する。また、画像処理部は、フレームメモリに記憶
された超音波画像データを合成割合を変更して合成する。例えば、合成画像の各画素の輝
度情報及び色相情報は、白黒断層画像とカラー弾性画像の各情報を合成割合で加算したも
のとなる。さらに、画像選択部は、フレームメモリ内の超音波画像データ及び画像処理部
の合成画像データ、あるいはメッセージ画像のうちから表示する画像を選択し、画像表示
部１４に表示させる。
【００１５】
　ＩＤ設定部１５は、ユニークな第１のＩＤ（以下、現ＩＤという。）を生成し、現ＩＤ
を被検者１に設定して検査を開始させる。すなわち、検査開始時にユニークなＩＤ（現Ｉ
Ｄ）を自動で生成し、生成した現ＩＤを被検者１（換言すれば、超音波画像構成部１０で
構成される被検者１の超音波画像等の検査データ）に割り当て、現ＩＤによる被検者１（
超音波画像）の識別を可能とするものである。なお、本実施形態において、検査には、被
検者１についての超音波画像（断層画像や弾性画像等）の撮像や読影、読影画像の記録、
あるいは、超音波画像データのバックアップやかかる超音波画像データを用いた各種計測
等を含む。また、本実施形態においては、ＩＤ設定部１５を用いることで、被検者１に対
してＩＤ（現ＩＤ）を自動的に設定することができるが、現ＩＤを操作者が手動で設定す
ることも可能である。この場合、操作者は、操作部２２の操作デバイスを用いて操作パネ
ルから制御部２４に対して任意の現ＩＤを入力すればよい。これにより、制御部２４がＩ
Ｄ設定部１５を制御し、操作者によって入力された現ＩＤを被検者１に対して割り当てる
。したがって、現ＩＤが自動的に設定されたものか手動で設定されたものかを識別するた
め、ＩＤ設定部１５は、現ＩＤを自動的に設定した場合（現ＩＤを自動生成した場合）、
現ＩＤの自動設定を示すフラグ（以下、ＩＤ自動設定フラグという。）をＯＮにする。ま
た、ＩＤ設定部１５は、後述する検査終了判定部１６による検査の終了に応じてユニーク
な第２のＩＤ（以下、更新ＩＤという。）を生成し、更新ＩＤを新たな被検者に設定する
。そして、かかる検査終了判定部１６による検査終了の際、ＩＤ設定部１５は、ＩＤ自動
設定フラグをＯＦＦにする。なお、ＩＤ自動設定フラグは、ＩＤ設定部１５や検査終了判
定部１６からアクセス自在な記憶部（以下、フラグメモリという。）へ更新可能に保持し
ておけばよい。
【００１６】
　検査終了判定部１６は、現ＩＤが設定された被検者１についての検査を終了させるもの
である。この場合、検査終了判定部１６は、前記検査を終了させるための条件である検査
終了トリガに基づいてかかる検査を終了させる。その際、検査終了判定部１６は、現ＩＤ
が設定された被検者１の超音波画像（断層画像や弾性画像）等の検査データと現ＩＤとを



(6) JP 2014-192 A 2014.1.9

10

20

30

40

50

対応づける。
【００１７】
　図２は、検査終了判定部１６の構成を例示するブロック図である。図２に示すように、
検査終了判定部１６は、検査終了トリガを設定する検査終了トリガ設定部４２と、検査終
了トリガを検出する検査終了トリガ検出部４３と、検査終了トリガ検出部４３によって検
出された検査終了トリガが検査終了トリガ設定部４２によって設定されたものかどうかを
照合する検査終了トリガ照合部４４と、検査終了トリガ照合部４４の照合結果に基づいて
現ＩＤが設定された被検者１についての検査を終了させるか否かを判定し、かかる検査を
終了させる検査終了トリガ判定部４８とを有している。また、本実施形態において、検査
終了判定部１６は、被検者１の外観、具体的には顔部を撮影するための被検者撮影部４６
を有している。
【００１８】
　ここで、検査終了トリガは、現ＩＤが設定された被検者１についての検査を終了させる
条件であり、検査において通常なされるワークフローの中から、その一部を任意に選択し
て用いる。つまり、超音波診断装置においてなされる動作（以下、トリガ動作という。）
や操作者による超音波診断装置に対する操作（以下、トリガ操作という。）を検査終了ト
リガとして用いればよい。また、検査終了トリガの数も任意であるが、複数（例えば、４
～７つ程度）の検査終了トリガを用いることで、より汎用的に検査を終了させることが可
能となる。本実施形態において、検査終了トリガは、検査終了トリガとしての有効性とと
もに検査終了トリガ設定部４２で設定される。すなわち、検査終了トリガ設定部４２は、
検査終了トリガを設定するのみならず、設定した検査終了トリガを有効なものとするか否
かについても併せて設定することができるように構成されている。なお、検査終了トリガ
は、操作者が操作部２２の操作デバイスを用いて操作パネルから制御部２４に対して入力
することで、予め定義しておけばよい。
【００１９】
　メッセージ作成部１８は、検査終了についてのメッセージ、具体的には、検査を終了さ
せるか否かを確認するメッセージを作成する。作成されたメッセージは画像合成部１２に
与えられ、画像合成部１２においてメッセージ画像として構成される。そして、構成され
たメッセージ画像は、画像表示部１４に表示される。これにより、操作者は、かかるメッ
セージに対する応答により、現ＩＤが設定された被検者１についての検査を直ちに終了さ
せるか、かかる検査を継続させるかを選択することが可能となる。
【００２０】
　以下、被検者１についての検査の開始から終了までの処理の流れ（検査制御）について
、図３に示すフロー図を用いて説明する。図３に示すように、検査を開始するに当たって
は、被検者１に対して現ＩＤが設定される（Ｓ３０１）。その際、かかる現ＩＤが自動設
定されたものかどうかが判断される。具体的には、ＩＤ設定部１５は現ＩＤを自動的に設
定した場合（Ｓ３０２）、ＩＤ自動設定フラグをＯＮにする（Ｓ３０３）。そして、現Ｉ
Ｄが設定された被検者１については、検査が実施される（Ｓ３０４）。なお、ＩＤ設定部
１５による自動設定ではなく、操作者が被検者１に対して手動で現ＩＤを設定することに
よっても、検査を実施することは可能である。この場合、ＩＤ自動設定フラグは初期値（
ＯＦＦ）となっている。
【００２１】
　検査が実施された後、検査終了トリガ検出部４３によって検査終了トリガの検出が行わ
れる（Ｓ３０５）。検査終了トリガ検出部４３によって検査終了トリガが検出された場合
、検査終了トリガ照合部４４は、かかる検査終了トリガが検査終了トリガ設定部４２によ
って設定されたものか、具体的には、検査終了トリガ設定部４２において有効な検査終了
トリガとして設定されているかどうかを照合する（Ｓ３０６）。
【００２２】
　検査終了トリガ照合部４４における照合の結果、検査終了トリガ検出部４３によって検
出された検査終了トリガが検査終了トリガ設定部４２で有効なものとして設定されている
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場合、検査終了トリガ判定部４８は、被検者１についての検査を終了可能と判定する。そ
して、検査終了可能と判定した場合、検査終了トリガ判定部４８は、検査を終了するため
の処理を行う。一例として、検査終了トリガ判定部４８は、検査終了処理を行うためのフ
ラグ（以下、検査終了フラグという。）をＯＮにする（Ｓ３０７）。一方、検査終了トリ
ガ照合部４４における照合の結果、検査終了トリガ検出部４３によって検出された検査終
了トリガが検査終了トリガ設定部４２で有効なものとして設定されていない場合、検査終
了トリガ判定部４８は、被検者１についての検査を終了不可能（すなわち、かかる検査の
継続に相当）と判定する。そして、検査終了不可能と判定した場合、検査終了トリガ判定
部４８は、検査終了フラグをＯＦＦにする（Ｓ３０８）。そして、検査終了フラグがＯＮ
となっているか、もしくはＯＦＦとなっているかにより、それぞれ以下のような処理を行
う（Ｓ３０９）。なお、検査終了フラグは、フラグメモリへ更新可能に保持しておけばよ
い。
【００２３】
　検査終了トリガ判定部４８により検査終了不可能と判定された場合、つまり、検査終了
フラグがＯＦＦとなっている場合、被検者１についての検査は継続して実施される（Ｓ３
０４）。すなわち、検査終了トリガの検出とその有効性の照合及びこれらに伴う処理（Ｓ
３０５～Ｓ３０９）が繰り返される。これに対し、検査終了トリガ判定部４８により検査
終了可能と判定された場合、つまり、検査終了フラグがＯＮとなっている場合、メッセー
ジ作成部１８は、検査終了についてのメッセージを作成し、画像表示部１４に表示させる
（Ｓ３１０）。図４には、メッセージ画像（表示メッセージ）１００の一例を示す。この
場合、表示メッセージ１００は、検査を終了させてよいかどうかを操作者に対して確認す
る内容となっており、操作者は、検査終了もしくは検査継続のいずれかを選択可能となっ
ている（Ｓ３１１）。
【００２４】
　表示メッセージ１００に対し、操作者が「はい」を選択した場合、検査終了トリガ判定
部４８は、終了される検査において被検者１に設定されたＩＤ（現ＩＤ）を被検者ＩＤ印
刷部２０に印刷させる（Ｓ３１２）。これにより、現ＩＤが印刷された紙片などを被検者
１に渡すことが可能となり、かかる紙片を保持する被検者本人と現ＩＤ（つまり、現ＩＤ
を有する超音波画像等の検査データ）とを対応づけることができる。なお、現ＩＤに加え
て、現ＩＤとリンクする１次元バーコードや２次元バーコード等のその他の情報を併せて
印刷しても構わない。これらのバーコードを読み取ることで、かかるバーコードとリンク
させた現ＩＤが設定されている被検者１の検査データを迅速に読み出すことなどが可能と
なる。
【００２５】
　そして、ＩＤ設定部１５は、ＩＤ自動設定フラグがＯＮとなっているか否かを確認する
（Ｓ３１３）。すなわち、被検者１に設定されたＩＤ（現ＩＤ）が自動設定されたものか
どうかが判断される。ＩＤ自動設定フラグがＯＮとなっている場合には、現ＩＤが自動設
定されているため、その後の新たな被検者についての検査においてもＩＤを自動設定する
ことが望ましいものと判断できる。したがって、ＩＤ設定部１５は、第２のＩＤ（更新Ｉ
Ｄ）を生成し、更新ＩＤを新たな被検者に対して設定する（Ｓ３１４）。これにより、新
たな被検者に対する検査を開始することが可能となる。一方、ＩＤ自動設定フラグがＯＦ
Ｆとなっている（ＯＮではない）場合には、現ＩＤが手動設定されているため、その後の
新たな被検者についての検査においてもＩＤを手動設定することが望ましいものと判断で
きる。したがって、この場合、ＩＤ設定部１５は更新ＩＤの生成を行わない。このように
、ＩＤ設定部１５による更新ＩＤの生成（換言すれば、現ＩＤの更新）と更新ＩＤの設定
は、ＩＤ設定部１５において被検者１に現ＩＤが自動設定されている場合にのみ行われる
。
【００２６】
　これにより、被検者１についての検査は適時終了される。その際、ＩＤ設定部１５は、
ＩＤ自動設定フラグをＯＦＦにする（Ｓ３１５）。なお、表示メッセージ１００に対し、
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操作者が「いいえ」を選択した場合、被検者１についての検査は終了されることなく、さ
らに継続される。この場合、検査終了トリガ判定部４８は、かかる検査についての検査終
了フラグをＯＦＦにする（Ｓ３１６）。この状態は、検査終了トリガ判定部４８において
被検者１についての検査が終了不可能と判定された状態（Ｓ３０８）と同様の状態に相当
する。そして、被検者１についての検査が継続して実施される（Ｓ３０４）。その際には
、現ＩＤがそのまま被検者１について保持される。
【００２７】
　ここで、本実施形態においては、検査終了トリガとして、自動ＩＤ設定トリガ、装置状
態トリガ、装置移動トリガ、無操作時間トリガ、検査終了時間トリガ、操作者定義動作ト
リガ、被検者撮影トリガの７つを用いている。すなわち、検査終了判定部１６では、これ
らの７つを具体的な検査終了トリガとしている。以下、これらの検査終了トリガについて
説明する。
【００２８】
　検査終了判定部１６は、ＩＤ設定部１５によって被検者１に対して現ＩＤが設定された
こと（以下、自動ＩＤ設定トリガという。）を検査終了トリガとする。すなわち、検査終
了判定部１６は、被検者１に対して手動ではなく自動で現ＩＤが設定されたことを自動Ｉ
Ｄ設定トリガとする。この場合、検査終了トリガ設定部４２において、自動ＩＤ設定トリ
ガを検査終了トリガとしての有効性とともに設定する。換言すれば、自動ＩＤ設定トリガ
が有効な検査終了トリガとして設定されている場合、ＩＤ設定部１５は、被検者１に対し
て現ＩＤを自動設定する。
【００２９】
　検査終了判定部１６は、超音波診断装置の外観状態に変動があったこと（以下、装置状
態トリガという。）を検査終了トリガとする。例えば、画像表示部１４や操作部２２が装
置本体部３に対して折り畳まれたことを装置状態トリガとする。この場合、検査終了トリ
ガ設定部４２において、装置状態トリガを検査終了トリガとしての有効性とともに設定す
る。
【００３０】
　検査終了判定部１６は、超音波診断装置が移動されたこと（以下、装置移動トリガとい
う。）を検査終了トリガとする。例えば、超音波診断装置がカートに載置されたことを装
置移動トリガとする。この場合、検査終了トリガ設定部４２において、装置移動トリガを
検査終了トリガとしての有効性とともに設定する。
【００３１】
　検査終了判定部１６は、超音波診断装置に対する操作（トリガ操作）がなされない無操
作状態が継続したことを検査終了トリガとする。一例として、トリガ操作が所定時間（以
下、検査終了トリガ時間という。）なされないこと（同、無操作時間トリガという。）を
検査終了トリガとする。その際、検査終了判定部１６は、操作者により定義された検査終
了トリガ時間だけトリガ操作がなされないことを無操作時間トリガとすればよい。具体的
には、検査終了トリガ設定部４２において、トリガ操作及び該トリガ操作に対応する検査
終了トリガ時間を無操作時間トリガとしての有効性とともに設定する。なお、無操作時間
トリガ（トリガ操作及び該トリガ操作に対応する検査終了トリガ時間）は、操作者が操作
部２２の操作デバイスを用いて操作パネルから制御部２４に対して入力することで、予め
定義しておけばよい。例えば、操作部２２の操作パネルに対して操作者による操作がなさ
れない状態が検査終了トリガ時間に亘って連続することを無操作時間トリガとして定義す
るとともに、設定することができる。
【００３２】
　また、検査終了判定部１６は、超音波診断装置に対する操作（トリガ操作）がなされな
い無操作状態が継続したことを条件とする検査終了トリガの別例として、トリガ操作の後
、無操作状態が所定時間（検査終了時間トリガ）に亘って継続したことを検査終了トリガ
とする。その際、検査終了判定部１６は、トリガ操作に応じて検査終了トリガ時間を変更
可能となるように構成することができる。例えば、トリガ操作を第１の操作（以下、基本
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操作という。）と第２の操作（同、非基本操作という。）に分け、基本操作と非基本操作
で検査終了トリガ時間を変更することが可能である。基本操作は、被検者１についての超
音波画像（断層画像や弾性画像等）の撮像や読影、読影画像の記録等とし、非基本操作は
、被検者１の超音波画像データのバックアップやかかる超音波画像データを用いた各種計
測等の基本操作以外の操作とすることができる。この場合、検査終了トリガ設定部４２に
おいて、トリガ操作及び該トリガ操作に対応する検査終了トリガ時間（トリガ操作後の経
過時間）を検査終了時間トリガとしての有効性とともに設定する。
【００３３】
　加えて、検査終了判定部１６は、超音波診断装置においてなされる任意の動作（トリガ
動作）の有無（以下、操作者定義動作トリガという。）を検査終了トリガとする。具体的
には、検査終了トリガ設定部４２において、操作者定義動作トリガとするトリガ動作を検
査終了トリガとしての有効性とともに設定する。すなわち、検査終了トリガ設定部４２は
、操作者定義動作トリガ（トリガ動作）を設定するのみならず、設定した操作者定義動作
トリガ（トリガ動作）を検査終了トリガとして有効とするか否かについても併せて設定す
ることができるように構成されている。その際、複数のトリガ動作の有無を操作者定義動
作トリガとして設定可能な構成であっても構わない。なお、操作者定義動作トリガ（トリ
ガ動作の有無）は、操作者が操作部２２の操作デバイスを用いて操作パネルから制御部２
４に対して入力することで、予め定義しておけばよい。つまり、操作者は、操作者定義動
作としてのトリガ動作を任意に定義して設定することが可能である。また、トリガ動作の
追加や変更も可能である。例えば、超音波画像の記録が静止画、動画の順番で行われたこ
とやフリーズ処理の実施等を操作者定義動作トリガとして定義するとともに、設定するこ
とができる。
【００３４】
　さらに、検査終了判定部１６は、被検者撮影部４６により被検者１の外観（端的には、
顔部）が撮影されたこと（以下、被検者撮影トリガという。）を検査終了トリガとする。
この場合、検査終了トリガ設定部４２において、被検者撮影トリガを検査終了トリガとし
ての有効性とともに設定する。なお、被検者撮影部４６は、被検者１についての検査が開
始され、終了されるまでの任意のタイミングで撮影を行う。例えば、現ＩＤが設定された
被検者１についての超音波画像等の検査データが生成、蓄積された際などに撮影を行えば
よい。
【００３５】
　これら７つの検査終了トリガは、上述したように検査終了トリガ設定部４２において、
検査終了トリガとしての有効性とともに設定される。一例として、操作者が操作部２２の
操作デバイスを用いて操作パネルから制御部２４に対して所定の入力を行うことで、検査
終了トリガ設定部４２により検査終了トリガが設定される。図５には、これらの検査終了
トリガの設定画面９８の一例を示す。
【００３６】
　図５に示すように、設定画面９８は、「自動採番機能の使用」、「筺体の折り畳み」、
「移動用カートへの載置」、「パネル無操作」の「任意の時間」、「パネル無操作」の「
自動設定」、「ユーザ定義動作」、「被検者撮影」の各設定項目を有している。これらの
各設定項目は、自動ＩＤ設定トリガ、装置状態トリガ、装置移動トリガ、無操作時間トリ
ガ、検査終了時間トリガ、操作者定義動作トリガ、被検者撮影トリガの設定にそれぞれ対
応している。すなわち、検査終了トリガにおける各設定項目を選択することで、選択され
た設定項目に対応する検査終了トリガが有効な検査終了トリガとして設定される。なお、
かかる設定画面９８では、「パネル無操作」の２項目のうち、「任意の時間」もしくは「
自動設定」のいずれか一方のみを選択可能となっており、無操作時間トリガもしくは検査
終了時間トリガのいずれか一方のみが設定されるようになっている。「任意の時間」が選
択された場合、その時間値を操作者が自由に設定することが可能となっている。ただし、
無操作時間トリガ及び検査終了時間トリガについても、それぞれ個別に選択、設定可能と
なるような構成であっても構わない。一例として、図５には、自動ＩＤ設定トリガ、装置
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状態トリガ、装置移動トリガ、無操作時間トリガ、操作者定義動作トリガ、被検者撮影ト
リガがそれぞれ有効な検査終了トリガとして設定されている設定画面９８の状態を示す。
【００３７】
　また、設定画面９８は、「詳細設定」の項目を有しており、「詳細設定」を選択するこ
とで、各検査終了トリガについてのより詳細な設定を行うことが可能な構成となっている
。例えば、有効なものとして設定した複数の検査終了トリガを検査終了トリガ検出部４３
において検出する際の検出順序（優先順位）、検査終了トリガ（操作者定義動作トリガ）
として追加するトリガ動作の設定などを「詳細設定」の設定によって行うことも可能であ
る。
【００３８】
　なお、設定画面で設定可能とする設定項目は、図５に示すようなものに限定されない。
例えば、設定画面に「被検者ＩＤ印刷」、「被検者撮影」及び「メッセージ表示」の各設
定項目を設けてもよい。この場合には、「被検者ＩＤ印刷」の選択有無により、現ＩＤが
設定された被検者１についての検査が終了される際に被検者ＩＤ印刷部２０で現ＩＤを印
刷するか否かを、任意に設定することが可能となる。例えば、被検者撮影部４６により被
検者１の外観（具体的には、顔部）が撮影されている場合、かかる撮影像により被検者本
人と現ＩＤ（つまり、現ＩＤを有する超音波画像等の検査データ）との対応づけを行うこ
とが可能であり、現ＩＤの印刷を省略することも可能となる。また、「被検者撮影」の選
択有無により、現ＩＤが設定された被検者１の外観（顔部）の撮影を被検者撮影部４６で
行うか否かを、任意に設定することが可能となる。例えば、被検者ＩＤ印刷部２０により
現ＩＤの印刷がなされている場合、現ＩＤが印刷された紙片などにより被検者本人と現Ｉ
Ｄ（つまり、現ＩＤを有する超音波画像等の検査データ）との対応づけを行うことが可能
であり、被検者１の撮影を省略することも可能となる。そして、「メッセージ表示」の選
択有無により、現ＩＤが設定された被検者１についての検査が終了される際にメッセージ
作成部１８で作成されたメッセージ（一例として、図４に示す表示メッセージ１００）を
画像表示部１４に表示させるか否かを任意に設定することが可能となる。表示メッセージ
１００の表示を省略した場合、より迅速に被検者１についての検査を終了させることが可
能となる。例えば、検査終了時に画像表示部１４が装置本体部３に折り畳まれて収納され
ていれば、表示メッセージ１００を表示させたとしても、操作者はこれを確認することが
できない。したがって、装置状態トリガのみを有効な検査終了トリガとして設定した場合
には、メッセージ表示を省略することも可能となる。
【００３９】
　また、本実施形態において、検査終了トリガ検出部４３は、自動ＩＤ設定トリガ、装置
状態トリガ、装置移動トリガ、無操作時間トリガ、検査終了時間トリガ、操作者定義動作
トリガ、被検者撮影トリガを検査終了トリガとして検出する。図６は、これらの検査終了
トリガを検出する検査終了トリガ検出部４３の一構成を例示するブロック図である。図６
に示すように、検査終了トリガ検出部４３は、自動ＩＤ設定検出部３０と、装置状態検出
部３２と、装置移動検出部３４と、無操作時間検出部３５と、検査終了時間検出部３６と
、操作者定義動作検出部３８と、被検者撮影検出部４０とを含んだ構成としている。以下
、これら各検出部について説明する。
【００４０】
　自動ＩＤ設定検出部３０は、自動ＩＤ設定トリガ、具体的には被検者１に対して手動で
はなく自動でＩＤが設定されたことを検出する。例えば、自動ＩＤ設定検出部３０は、Ｉ
Ｄ自動設定フラグがＯＮとなっていることを自動ＩＤ設定トリガとして検出する。
【００４１】
　装置状態検出部３２は、装置状態トリガ、具体的には超音波診断装置の外観状態に変動
があったことを検出する。例えば、装置状態検出部３２は、画像表示部１４や操作部２２
が装置本体部３に対して折り畳まれたことを装置状態トリガとして検出する。
【００４２】
　装置移動検出部３４は、装置移動トリガ、具体的には超音波診断装置が移動されたこと
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を検出する。例えば、装置移動検出部３４は、超音波診断装置がカートに載置されたこと
を装置移動トリガとして検出する。
【００４３】
　無操作時間検出部３５は、無操作時間トリガ、具体的にはトリガ操作が検査終了トリガ
時間に亘ってなされないこと（トリガ操作の無操作に相当）を検出する。例えば、無操作
時間検出部３５は、操作部２２の操作パネルに対して操作者による操作がなされない状態
が検査終了トリガ時間に亘って継続したことを無操作時間トリガとして検出する。
【００４４】
　検査終了時間検出部３６は、検査終了時間トリガ、具体的にはトリガ操作の後、無操作
状態が所定時間（検査終了時間トリガ）に亘って継続したことを検出する。この場合、検
査終了時間検出部３６は、トリガ操作として基本操作もしくは非基本操作を検出するとと
もに、これら基本操作もしくは非基本操作の検出後、検査終了トリガ時間が経過したこと
を検出する。その際、基本操作と非基本操作で異なる検査終了トリガ時間の経過を検出す
る。図７は、検査終了時間検出部３６の一構成を例示するブロック図である。図７に示す
ように、検査終了時間検出部３６は、基本操作検出部５２と、非基本操作検出部５４と、
検査終了時間設定部５６と、検査終了検知部５８とを含んで構成されている。
【００４５】
　この場合、基本操作検出部５２は、超音波診断装置において基本操作が行われたことを
リアルタイムに検出し、非基本操作検出部５４は、超音波診断装置において非基本操作が
行われたことをリアルタイムに検出する。検査終了時間設定部５６は、基本操作検出部５
２によって基本操作が検出される度に検査終了トリガ時間を設定し、非基本操作検出部５
４によって非基本操作が検出される度に検査終了トリガ時間を設定する。ただし、検査終
了時間設定部５６により設定される検査終了トリガ時間は、基本操作に対する設定値より
も非基本操作に対する設定値を長い時間値とする。例えば、検査終了トリガ時間は、基本
操作が検出された際には１分に設定し、非基本操作が検出された際には５分に設定する。
なお、検査終了時間設定部５６は、基本操作もしくは非基本操作が検出される度に、検査
終了トリガ時間をリアルタイムに更新する。例えば、検査終了トリガ時間は、基本操作が
検出される度に１分に更新され、非基本操作が検出される度に５分に更新される。ただし
、非基本操作が検出されて５分に設定された検査終了トリガ時間が経過するまでは、かか
る検査終了トリガ時間の設定後に基本操作が検出された場合であっても該検査終了トリガ
時間の更新は行わない。これにより、非基本操作の検出時には、検査終了トリガ時間とし
て確実に５分が確保される。
【００４６】
　そして、検査終了検知部５８は、検査終了時間設定部５６によって設定された検査終了
トリガ時間を設定時からの時間の経過に従って減算（デクリメント）していき、残り時間
が０になった時点（検査終了トリガ時間の設定時から検査終了トリガ時間だけ経過した時
点）を検知する。なお、検査終了検知部５８においてかかる検査終了トリガ時間の経過時
点が検知されると、検査終了トリガ照合部４４は、検査終了時間トリガが検査終了トリガ
設定部４２において有効な検査終了トリガとして設定されているどうかを照合する。
【００４７】
　また、操作者定義動作検出部３８は、操作者定義動作トリガ、具体的には操作者の定義
によって検査終了トリガ設定部４２で設定されたトリガ動作がなされたことを検出する。
例えば、操作者定義動作検出部３８は、超音波画像の記録が静止画、動画の順番で行われ
たことやフリーズ処理の実施等を操作者定義動作トリガとして検出する。
【００４８】
　被検者撮影検出部４０は、被検者撮影トリガ、具体的には被検者撮影部４６により被検
者１の顔部が撮影されたことを検出する。
【００４９】
　ここで、検査終了トリガ検出部４３においては、現ＩＤが設定された被検者１について
の検査が終了したものと客観的に判断される蓋然性が高い検査終了トリガから検出を行う
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ことが好ましい。これにより、かかる蓋然性の高い検査終了トリガを迅速に検出すること
ができ、結果として検査をより迅速に終了させることが可能となる。本実施形態では、検
査終了トリガ検出部４３において、装置状態トリガ、装置移動トリガ、無操作時間トリガ
、検査終了時間トリガ、操作者定義動作トリガ、被検者撮影トリガの順番で検査終了トリ
ガを検出する場合を、一例として想定する。また、本実施形態では、これら６つの検査終
了トリガのいずれかが検出された場合に自動ＩＤ設定トリガの検出を行うことで、検査を
適時終了させる構成としている。
【００５０】
　以下、本実施形態における検査終了トリガ検出部４３（自動ＩＤ設定検出部３０、装置
状態検出部３２、装置移動検出部３４、無操作時間検出部３５、検査終了時間検出部３６
、操作者定義動作検出部３８、被検者撮影検出部４０）における処理の具体例について、
図８に示すフロー図に沿って説明する。図８には、被検者１についての検査の開始から終
了までの具体的な処理の流れ（検査制御）を示す。検査を開始するに当たっては、被検者
１に対して現ＩＤが設定される（Ｓ８０１）。その際、かかるＩＤが自動設定されたもの
かどうかが判断される。具体的にはＩＤ設定部１５は、現ＩＤを自動的に設定した場合（
Ｓ８０２）、ＩＤ自動設定フラグをＯＮにする（Ｓ８０３）。そして、現ＩＤが設定され
た被検者１については、検査が実施される（Ｓ８０４）。ここまでの流れは、上述した図
３に示す処理の流れと同様である。
【００５１】
　検査が実施された後、検査終了トリガ検出部４３によって上述した各検査終了トリガの
検出が行われる。装置状態検出部３２は、画像表示部１４や操作部２２が装置本体部３に
対して折り畳まれたか否かを、装置状態トリガとして検出する（Ｓ８０５）。装置状態検
出部３２によって装置状態トリガが検出された場合、検査終了トリガ照合部４４は、装置
状態トリガが検査終了トリガ設定部４２において有効な検査終了トリガとして設定されて
いるかどうかを照合する（Ｓ８０６）。照合の結果、装置状態トリガが有効である場合、
検査終了トリガ照合部４４は、自動ＩＤ設定トリガが検査終了トリガ設定部４２において
有効な検査終了トリガとして設定されているかどうかをさらに照合する（Ｓ８０７）。照
合の結果、自動ＩＤ設定トリガが有効でない場合、検査終了トリガ判定部４８は、検査終
了フラグをＯＮにする（Ｓ８０８）。この場合、被検者１に対して手動で現ＩＤが設定さ
れており、検出された検査終了トリガ（装置状態トリガ）が有効とされているため、検査
終了トリガ判定部４８では、検査終了可能と判定し、検査終了フラグをＯＮにしている。
【００５２】
　これに対し、自動ＩＤ設定トリガが有効である場合、自動ＩＤ設定検出部３０は、被検
者１に対する現ＩＤの設定がＩＤ設定部１５によって自動で行われた否かを検出する。す
なわち、ＩＤ自動設定フラグがＯＮとなっているか否かを、自動ＩＤ設定トリガとして検
出する（Ｓ８０９）。自動ＩＤ設定検出部３０によって自動ＩＤ設定トリガが検出された
場合、検査終了トリガ判定部４８は、検査終了フラグをＯＮにする（Ｓ８０８）。一方、
自動ＩＤ設定検出部３０によって自動ＩＤ設定トリガが検出されなかった場合、検査終了
トリガ判定部４８は、検査終了フラグをＯＦＦにする（Ｓ８１０）。この場合、被検者１
に対して現ＩＤが自動設定されているにも関わらず、ＩＤ自動設定フラグがＯＮとなって
いない状態に相当するため、検査終了フラグをＯＦＦにし、再度、検査終了トリガの検出
を行うこととしている。
【００５３】
　以降については、上述した図３に示すフロー図におけるＳ３０９～Ｓ３１６と同様の処
理を行う（Ｓ８１１～Ｓ８１８）。これにより、被検者１についての検査を適時終了させ
ることが可能となる。
【００５４】
　装置状態トリガが検出されなかった場合、及び装置状態トリガが有効でない場合、装置
移動検出部３４は、超音波診断装置がカートに載置されたか否かを、装置移動トリガとし
て検出する（Ｓ８１９）。装置移動検出部３４によって装置移動トリガが検出された場合
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、検査終了トリガ照合部４４は、装置移動トリガが検査終了トリガ設定部４２において有
効な検査終了トリガとして設定されているかどうかを照合する（Ｓ８２０）。照合の結果
、装置移動トリガが有効である場合、上述したＳ８０７～Ｓ８１８と同様の処理を行う。
【００５５】
　装置移動トリガが検出されなかった場合、及び装置移動トリガが有効でない場合、無操
作時間検出部３５は、操作部２２の操作パネルに対して操作者による操作がなされない状
態が検査終了トリガ時間に亘って継続したことを、無操作時間トリガとして検出する（Ｓ
８２１）。無操作時間検出部３５によって無操作時間トリガが検出された場合、検査終了
トリガ照合部４４は、無操作時間トリガが検査終了トリガ設定部４２において有効な検査
終了トリガとして設定されているかどうかを照合する（Ｓ８２２）。照合の結果、無操作
時間トリガが有効である場合、上述したＳ８０７～Ｓ８１８と同様の処理を行う。
【００５６】
　無操作時間トリガが検出されなかった場合、及び無操作時間トリガが有効でない場合、
検査終了時間検出部３６は、基本操作もしくは非基本操作を検出するとともに、これらの
トリガ操作の検出後、検査終了トリガ時間が経過したことを、検査終了時間トリガとして
検出する（Ｓ８２３）。検査終了時間検出部３６によって検査終了時間トリガが検出され
た場合、検査終了トリガ照合部４４は、検査終了時間トリガが検査終了トリガ設定部４２
において有効な検査終了トリガとして設定されているかどうかを照合する（Ｓ８２４）。
照合の結果、検査終了時間トリガが有効である場合、上述したＳ８０７～Ｓ８１８と同様
の処理を行う。
【００５７】
　検査終了時間トリガが検出されなかった場合、及び検査終了時間トリガが有効でない場
合、操作者定義動作検出部３８は、操作者により定義されたトリガ動作がなされたか否か
を、操作者定義動作トリガとして検出する（Ｓ８２５）。操作者定義動作検出部３８によ
って操作者定義動作トリガが検出された場合、検査終了トリガ照合部４４は、操作者定義
動作トリガが検査終了トリガ設定部４２において有効な検査終了トリガとして設定されて
いるかどうかを照合する（Ｓ８２６）。照合の結果、操作者定義動作トリガが有効である
場合、上述したＳ８０７～Ｓ８１８と同様の処理を行う。
【００５８】
　操作者定義動作トリガが検出されなかった場合、及び操作者定義動作トリガが有効でな
い場合、被検者撮影検出部４０は、被検者撮影部４６により被検者１の外観（顔部）が撮
影されたか否かを、被検者撮影トリガとして検出する（Ｓ８２７）。被検者撮影検出部４
０によって被検者撮影トリガが検出された場合、検査終了トリガ照合部４４は、被検者撮
影トリガが検査終了トリガ設定部４２において有効な検査終了トリガとして設定されてい
るかどうかを照合する（Ｓ８２８）。照合の結果、被検者撮影トリガが有効である場合、
上述したＳ８０７～Ｓ８１８と同様の処理を行う。
【００５９】
　このように、本実施形態においては、７つの検査終了トリガ（装置状態トリガ、装置移
動トリガ、無操作時間トリガ、検査終了時間トリガ、操作者定義動作トリガ、被検者撮影
トリガ、自動ＩＤ設定トリガ）を用いて、現ＩＤが設定された被検者１についての検査を
適時終了させている。
【００６０】
　以上、本実施形態に係る検査技術（超音波診断装置、及び超音波診断装置における検査
制御方法）によれば、被検者１に対して現ＩＤを自動的に設定することができるとともに
、現ＩＤが設定された被検者１についての検査を適時終了させることができる。この結果
、例えば、操作者が検査終了操作を省略した場合であっても、現ＩＤが設定された被検者
１についての検査を確実に終了させることができ、更新ＩＤが設定された新たな被検者に
ついての検査を迅速に開始させることができる。したがって、同一のＩＤで複数の被検者
データの取得・記録が行われるような事態を有効に防止することができる。また、検査終
了操作を自動化することが可能となり、検査終了操作時間、ひいては検査時間を短縮させ
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ることができる。したがって、災害発生時のような緊急時に多くの被検者を次々に検査し
なければならないような場合であっても、検査を迅速に行うとともに、被検者の検査デー
タ管理を確実に行うことが可能となる。
【００６１】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に記載された範
囲内において変更・変形することが可能である。
【００６２】
　本発明の超音波診断装置は、超音波を用いて被検者の検査を行う超音波診断装置であっ
て、第１のＩＤを前記被検者に設定して検査を開始させるＩＤ設定部と、前記第１のＩＤ
が設定された被検者についての前記検査を終了させる検査終了判定部とを備え、前記検査
終了判定部は、前記検査を終了させるための条件である検査終了トリガに基づいて前記検
査を終了させ、前記ＩＤ設定部は、前記検査終了判定部による前記検査の終了に応じて第
２のＩＤを新たな被検者に設定する。
【００６３】
　この構成によれば、超音波診断装置において、被検者に対して第１のＩＤを自動的に設
定することができるとともに、第１のＩＤが設定された被検者についての検査を適時終了
させることができる。また、かかる検査の終了に応じて第２のＩＤを新たな被検者に対し
て設定することができる。これにより、第１のＩＤが設定された被検者についての検査を
迅速に終了させることができるとともに、第２のＩＤが設定された新たな被検者について
の検査を迅速に開始させることができる。
【００６４】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記ＩＤ設定部によって前記第
１のＩＤが設定されたことを前記検査終了トリガとする。
【００６５】
　この構成によれば、該第１のＩＤが設定された被検者についての検査の適時終了を第１
のＩＤの自動設定とリンクして制御することが可能となる。
【００６６】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記検査終了トリガを設定する
とともに、設定した前記検査終了トリガを前記条件として有効とするか否かを設定する。
【００６７】
　この構成によれば、検査終了トリガとして有効とするものを任意に選択することができ
、有効なものとして選択した検査終了トリガに基づいて検査を終了させることができる。
【００６８】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記検査終了トリガにおける設
定項目を選択することで、選択された設定項目に対応する前記検査終了トリガを有効な前
記条件として設定する。
【００６９】
　この構成によれば、検査終了トリガにおける設定項目を選択することにより、選択した
設定項目に対応した検査終了トリガの設定とその有効性の設定を同時に行うことができる
。
【００７０】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記超音波診断装置の外観状態
に変動があったこと、前記超音波診断装置が移動されたこと、前記超音波診断装置に対す
る操作がなされない無操作状態が継続したこと、前記被検者の外観が撮影されたことの少
なくとも１つを前記検査終了トリガとする。
【００７１】
　この構成によれば、超音波診断装置の外観状態に変動があったこと、前記超音波診断装
置が移動されたこと、前記超音波診断装置に対する操作がなされない無操作状態が継続し
たこと、前記被検者の外観が撮影されたことの少なくとも１つに基づいて検査を終了させ
ることができる。例えば、画像表示部１４や操作部２２が装置本体部３に対して折り畳ま
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れた場合、超音波診断装置がカートに載置された場合、操作部２２の操作パネルに対して
操作者による操作がなされない状態が検査終了トリガ時間に亘って連続した場合、被検者
撮影部４６により被検者の顔部が撮影された場合のいずれかの場合、検査を終了させるこ
とができる。
【００７２】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記操作の後、前記無操作状態
が所定時間に亘って継続したことを前記検査終了トリガとし、前記操作に応じて前記所定
時間を変更する。
【００７３】
　この構成によれば、トリガ操作の後、超音波診断装置の無操作状態が任意の時間に亘っ
て継続した場合に検査を終了させることができる。
【００７４】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記操作を第１の操作と第２の
操作に分け、前記第１の操作と前記第２の操作とで前記所定時間を変更する。
【００７５】
　この構成によれば、例えば、基本操作及び非基本操作の後、無操作状態が継続された時
間を基本操作と非基本操作で異ならせ、それぞれの無操作時間が継続した場合に検査を終
了させることができる。
【００７６】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査終了判定部は、前記検査終了トリガを設定する
検査終了トリガ設定部と、前記検査終了トリガを検出する検査終了トリガ検出部と、前記
検査終了トリガ検出部によって検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設定部に
よって設定されたものかどうかを照合する検査終了トリガ照合部と、前記検査終了トリガ
照合部の照合結果に基づいて前記第１のＩＤが設定された被検者についての検査を終了さ
せるか否かを判定し、前記検査を終了させる検査終了トリガ判定部とを有する。
【００７７】
　この構成によれば、検査終了判定部において、検査終了トリガを設定及び検出し、検出
された検査終了トリガの設定状況を照合した後、照合結果に基づいて検査を終了させるこ
とができる。
【００７８】
　本発明の超音波診断装置では、前記検査を終了させるか否かを確認するメッセージを作
成するメッセージ作成部と、前記メッセージを表示する画像表示部とを備え、前記検査終
了トリガ判定部は、前記検査終了トリガ照合部により前記検査終了トリガ検出部によって
検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設定部によって設定されたものであると
照合された場合、前記メッセージを前記画像表示部に表示させ、前記メッセージに対して
終了応答がされることにより、前記検査を終了させる。
【００７９】
　この構成によれば、検査を終了させる際、検査を終了させるか否かを確認するメッセー
ジを作成して表示させることができ、かかるメッセージに対して操作者が検査終了に応じ
た場合に、検査を終了させることができる。
【００８０】
　本発明の超音波診断装置では、前記第１のＩＤを印刷する被検者ＩＤ印刷部を備え、前
記検査終了トリガ判定部は、前記検査終了トリガ照合部により前記検査終了トリガ検出部
によって検出された検査終了トリガが前記検査終了トリガ設定部によって設定されたもの
であると照合された場合、前記被検者ＩＤ印刷部に前記第１のＩＤを印刷させる。
【００８１】
　この構成によれば、第１のＩＤ、すなわち、終了される検査において被検者に設定され
たＩＤを印刷することができる。これにより、例えば、ＩＤが印刷された紙片などを被検
者に渡すことで、その紙片を保持する被検者本人とかかるＩＤとを容易に対応づけること
ができる。
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【００８２】
　また、本発明の検査制御方法は、超音波診断装置における被検者の検査を制御する検査
制御方法であって、第１のＩＤを前記被検者に設定して前記検査を開始し、前記検査を終
了するための条件である検査終了トリガに基づいて前記検査を終了し、前記検査を終了す
る際、第２のＩＤを新たな被検者に設定する。
【００８３】
　この構成によれば、超音波診断装置において、第１のＩＤが設定された被検者について
の検査を、検査終了トリガに基づいて終了させることができる。また、かかる検査の終了
に応じて第２のＩＤを新たな被検者に対して設定し、第２のＩＤが設定された新たな被検
者についての検査を開始させることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１　　被検者
　１５　ＩＤ設定部
　１６　検査終了判定部
　３０　自動ＩＤ設定検出部
　３２　装置状態検出部
　３４　装置移動検出部
　３５　無操作時間検出部
　３６　検査終了時間検出部
　３８　操作者定義動作検出部
　４０　被検者撮影検出部
　４２　検査終了トリガ設定部
　４３　検査終了トリガ検出部
　４４　検査終了トリガ照合部
　４６　被検者撮影部
　４８　検査終了トリガ判定部
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